
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年度　市民税・県民税（兼 国民健康保険税・後期高齢者医療）申告書について 

日頃より、川西市税の納税にご協力いただきありがとうございます。 
令和８年度の市民税・県民税申告書を送付します。令和７年 1 月 1 日～12 月 31 日までの収入等について、こちら

を参考にご記入のうえ、申告期間内にご提出ください。 
また、混雑回避のため、申告書の郵送での提出にご協力ください。 
なお、令和 8 年 1 月よりマイナンバーカードを利用して電子申告ができるようになりました。 

申告及び詳細については、市ホームページをご覧ください（2 次元コード参照）。 
※申告書は、前年にご提出された方にお送りしております。申告の必要か否かについては、下記をご確認ください。 

※申告をしなくてもよい方に当てはまる場合を除きます。 

(1) 給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票に記載されている内容に加え、控除を追加する必要がある方 
(2) 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない方（不明な場合は勤務先へご確認ください） 
(3) その他の収入がある方 
(4) 収入がない、または遺族年金など非課税収入のみで国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方。なお、

収入がない方につきましては申告書を国民健康保険課もしくは医療助成・年金課へ提出してください。 
※該当しない場合は基本的に申告書の提出は必要ありませんが、所得のない方でも、市民税・県民税に関する諸証明

や他の制度利用のためなど、申告が必要な場合があります。 

 

Ÿ 市民税・県民税（兼 国民健康保険税・後期高齢者医療）申告書 
Ÿ 収入のわかるもの（源泉徴収票や報酬の支払調書、事業所得や不動産所得の場合は収入金額等が分かる帳簿類等） 
Ÿ 本人確認書類（以下の①のみまたは②と③の両方。郵送提出の場合それらの写しを添付） 

①個人番号カード（顔写真付きのもの。郵送提出の場合は両面の写しを添付） 
②個人番号通知カード（顔写真なし） 　　③運転免許証・旅券・障害者手帳・資格確認書など 

【各種控除を受ける場合の添付書類】※添付書類がない場合は、控除を受けることが出来ませんのでご注意ください。 

 

Ÿ 税務署に所得税の確定申告書を提出する方。確定申告が必要かどうかは税務署にお問い合わせください 
Ÿ 給与収入のみの方で、勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が提出されている方 
Ÿ 給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票に記載されている内容に変更がない方 

 

○収入があった方 
申告期間　（土・日曜日、祝日は除く。ただし、3 月１日（日）は実施。いずれも午前 9 時～午後 5 時） 

2 月 16 日（月）から 2 月 27 日（金） ： 郵便番号が 666-00 で始まる地域・満願寺町 
3 月 2 日（月）から 3 月 11 日（水） ： 郵便番号が 666-01 で始まる地域・市外 
3 月 12 日（木）から 3 月 16 日（月） ： 全域 

場所  川西市役所 2 階 2 番　市民税課　072-740-1132 
○収入がなかった方、または収入が遺族年金や障害年金など非課税収入のみの方 

申告期間　2 月 16 日（月）から 3 月 16 日（月） （土・日曜日、祝日は除く。いずれも午前 9 時～午後 5 時） 
場所 川西市役所１階 10 番　国民健康保険課　072-740-1170／1 階 8 番　医療助成・年金課　072-740-1108

１．申告が必要な方 

２．申告に必要なもの 

３．申告をしなくてもよい方

４．申告期間や場所、問合せ先

 各種控除 添付が必要な書類
 医療費控除 医療費控除の明細書や医療費通知　　(注)領収書の添付では申告は出来ません
 社会保険料控除 控除証明書や確定申告用納付確認書、領収書
 生命保険料控除・地震保険料控除 保険会社発行の生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書
 障害者控除 対象者の各種手帳（写し可）や障害者控除対象者認定書
 勤労学生控除 在学を証明するものの写し（学生証など）
 寄附金税額控除 寄附金の受領証明書やその他の寄附金控除に関する証明書

市ホームページ 
2 次元コード

◎昨年まったく収入のなかった方、または収入が遺族年金・障害年金・雇用保険のみの方 
該当の□にチェックを入れてください。 
扶養されていた方は、扶養していた方の氏名とあなたとの続柄を記入してください。

(Ａ)営業・事業所得に関する事項 
(Ｂ)不動産所得に関する事項 

収入金額の欄には、実際の収入金額だけではなく、その年において収入が確定した金額（売掛金・未収入
金額等）や自家消費した商品等の金額も含めて記入してください。 

必要経費の欄には、収入を得るために必要な支出（生活費・所得税・市県民税・罰金等は含みません）を
記入してください。 
(A)(B)それぞれの収入金額を表面の⑫⑬・所得金額を表面⑱⑳の該当の箇所に記入してください。 
※農業の収入金額は表面への記載は不要です。 

(A)の㉔または(B)の③専従者控除額を記入したときは、(D)を記入してください。 
※事業専従者が別居の場合は(E)にも記入してください。 

(Ｄ)事業専従者に関する事項 
事業を営む方と生計を一にする配偶者・その他（15 歳以上の親族）で、あなたの事業に原則として一年を

通じて 6 ヶ月を超える期間もっぱら従事している方の氏名等を記入してください。 
控除額は以下（ア）（イ）のうちいずれか低い金額 
（ア）860,000 円（配偶者）・500,000 円（その他）（イ）事業専従者控除前の所得/ (事業専従者数＋1) 

なお、専従者とした親族を配偶者控除・扶養控除の対象とすることはできません。

(Ｃ)給与所得の内訳 
源泉徴収票がある人は記入不要 
給与収入のある方は、手取額で

はなく、税金・その他の諸控除を
差し引く前の年間収入額(2 か所以
上ある場合はその合計額)を記入し
てください。この欄の合計額を表
面の⑭に記入してください。 

なお、申告後の金額訂正はでき
ません。(源泉徴収票等の資料があ
る場合を除く)

(Ｌ)寄附金税額控除に関する事項 
寄附先と支払額を記入してくださ

い。 
添付資料：受領証明書、または特定
事業者が発行する寄附金控除に関す
る証明書 
○住民税の控除対象となる寄附先 

①都道府県、市区町村分 
※指定対象外の団体に対して支出

された寄附金については、ふる
さと納税の対象外となります。 

②兵庫県共同募金会、日赤兵庫県
支部 
③兵庫県条例指定分 
④川西市条例指定分

(Ｋ)事業税(県税)に関する事項 
詳しい内容は、伊丹県税事務所

TEL：072-785-9417 へお問い合わ
せください。

(Ｊ)住宅借入金等特別控除に関する
事項 

給与の源泉徴収票に記載の住宅借
入金等特別控除可能額、区分、居住
開始年月日を記入してください。

(Ｍ)所得金額調整控除に関する事項 
表面㉑給与所得から差し引かれる所

得金額調整控除の対象となる同一生計
配偶者もしくは扶養親族がおられる場
合は、その方の内容を記入してくださ
い。

(Ｆ)配当割額又は株式等譲渡割額の
控除に関する事項 

上場株式等の配当所得、譲渡所
得等で、住民税（5％）を特別徴収
（天引き）されている場合は、そ
の金額を記入してください。 
※分離課税の申告は別途申告書が
必要となります。ご希望の方は職
員へ申し出てください。

(Ｇ)配当所得に関する事項 
配当等の支払通知書を基に収入

金額を記入し、配当所得を差引金
額に記入してください。 
（収入金額）－（必要経費等※）
＝配当所得の金額 

添付資料：配当等の支払通知書 
※必要経費等…借入金利子（株式

等を買ったり出資したりするた
めに借り入れた負債の利子） 

※上場株式等に係る配当等は、申
告をしないで源泉徴収で済ませ
ることができます。 

※分離課税希望の方は職員へ申し
出てください。

(Ｈ)総合譲渡・一時所得の所得金額
に関する事項 

特別控除額は、差引金額(収入金額
－必要経費)と 50 万円のいずれか少
ない方の金額を記入してください。

今年度よりインターネットで相談窓口の事前予約を受付します！ 
ぜひ右の申込フォームからお申し込みください。
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①雑損控除 
あなたや生計を一にする配偶者及びその他の親族が、災害・盗難・横領等により住宅や家財等に

損害を受けたことにより雑損控除を申告される場合に記入してください。 
災害関連支出の金額：住宅家財等の取壊しまたは除去に支出した金額 
添付資料：り災証明書の写し・領収書 

②医療費控除 
別紙｢医療費控除の明細書｣(添付書類台紙の裏面)を記入した結果､「医療費控除の明細書」の  

(9)医療費控除額がある場合に記入してください｡支払った医療費(交通費含む)に医療費の明細書の
(3)を､保険金などで補てんされる金額に(4)を記入してください｡ 

なお、セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）の適用を受ける場合は、所定の明細書
等が必要になりますので、市ホームページをご覧ください。 
添付資料：医療費控除の明細書または医療費通知 
※医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。 
※領収書の添付は必要ありませんが、自宅で５年間保存してください。 

③社会保険料控除 
あなたや生計を一にする配偶者およびその他の親族が負担する事になっている国民健康保険､後

期高齢者医療､介護保険､国民年金､厚生年金､雇用保険等の保険料のうち､あなたが支払った額を記
入してください。 

ただし、年金から差し引かれた国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険料等は、年金受給者本
人以外の所得からは控除できません。 
添付資料：国民年金保険料控除証明書、確定申告用納付確認書、領収書 

③小規模企業共済掛金控除 
小規模企業共済掛金（旧第 2 種共済掛金を除く）、企業型確定拠出年金の掛金、個人型確定拠出

年金（いわゆる「iDeCo」）の掛金または地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金の内、あ
なたが支払った金額を記入してください。 
添付資料：小規模企業共済等掛金控除証明書 

④生命保険料支払額 
契約した保険会社からの控除証明書に記載されている控除対象額｢申告額｣を記入してください。 

添付資料：生命保険料控除証明書 
⑤地震保険料支払額 

契約した保険会社からの控除証明書に記載されている控除対象額｢申告額｣を記入してください。 
※一つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方ある場合は、選択により、いずれか一方の契

約区分のみ該当するものとして、地震保険料の控除額を計算します。 
添付資料：地震保険料控除証明書

申 告 書 の 記 入 例

⑥寡婦控除 
ひとり親に該当せず、次のいずれかに該当する方はチェックしてください。（カッコ内について

も該当する項目にチェックしてください。） 
・夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が 500 万円以下 
・夫と死別した後婚姻をしていない方または夫が生死不明等の方で、合計所得金額が 500 万円以下 

ただし、あなたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいる場合は対象外です。 
⑦ひとり親控除 

婚姻をしていない方または配偶者と死別あるいは生死不明等の方で、次の要件の全てに当てはま
る方はチェックしてください。 
ž あなたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない 
ž 前年の総所得金額等が 58 万円以下の生計を一にする子（他の方の同一生計配偶者や扶養親族と

されない方に限る）を有する 
ž 前年の合計所得金額が 500 万円以下 

⑧勤労学生控除 
学校教育法等で規定する学校の生徒で、合計所得金額が 85 万円以下かつ給与所得以外の所得が

10 万円以下の方はチェックし、学校名を記入してください。 
添付資料：学生証の写し 

⑨障害者控除 
あなたが障害者手帳等や障害者控除認定書等の交付を受けている場合は、該当する項目にチェッ

クしてください。 
添付資料：障害者手帳等の氏名及び等級の記載されている欄の写し又は障害者控除対象者認定書

⑩配偶者控除・同一生計配偶者  ※該当の方がおられても記入がなければ対象外となります 
あなたと生計を一にしている妻または夫(内縁関係は除く)の前年の合計所得金額が 58 万円(給与

収入のみで 123 万円）以下で、あなたの合計所得金額が 1,000 万円以下の場合、配偶者の合計所得
金額以外の欄を記入してください。 
※あなたの合計所得金額が 1,000 万円を超える場合であっても、配偶者が障害者の場合は記入して

ください。 
添付資料：配偶者が障害者の場合は、障害者手帳等の氏名及び等級の記載されている欄の写しまた

は障害者控除対象者認定書 
⑩配偶者特別控除  ※該当の方がおられても記入がなければ対象外となります 

あなたと生計を一にしている妻または夫(内縁関係は除く)の前年の合計所得金額が 58 万円を超
え 133 万円以下(給与収入のみで 123 万円を超え 201 万円以下）で、あなたの合計所得金額が
1,000 万円以下の場合、配偶者の合計所得金額の欄を含め記入してください。

⑪扶養控除  ※該当の方がおられても記入がなければ対象外となります 
あなたと生計を一にする扶養親族で、合計所得金額が 58 万円以下の方。生年月日、障害者であれば

等級、同居・別居の欄も正確にお書きください。《注意》被扶養者が 16 歳未満（平成 22 年 1 月 2 日以
後に生まれた方）の場合は、16 歳未満の扶養親族欄にお書きください。別居の扶養親族の方は裏面(Ｅ)
に住所を記入してください。 
添付資料：扶養親族が障害者の場合は、障害者手帳等の氏名及び等級の記載されている欄の写しまたは

障害者控除対象者認定書 
※国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 

国外に居住する扶養親族については親族関係書類、送金関係書類の添付が必要です。 
⑪特定親族特別控除  ※該当の方がおられても記入がなければ対象外となります 

あなたと生計を一にしている特定扶養親族（平成 15 年 1 月 2 日から平成 19 年 1 月 1 日までに生ま
れた方）の前年の合計所得金額が 58 万円を超え 123 万円以下(給与収入のみで 123 万円を超え 188 万
円以下）の場合、特定扶養親族の合計所得金額の欄を含め記入してください。 

⑫営業等売上（収入）金額を記入してください。 ⑱へ 
⑬不動産収入金額の合計を記入してください。 ⑳へ 
⑭給与収入 

源泉徴収票の「支払金額」の欄の額を記入してください。（2 か所以上ある場合は、その合計額を記入
してください。）源泉徴収票がない場合は、裏面(Ｃ)に月収（基本給・歩合給・各種手当・報奨金等の合
計(税金・健康保険料・雇用保険料等の控除を差し引く前の金額)）を記入し、年間の合計額を⑭に記入
してください。㉑へ 
添付資料：源泉徴収票 または 給与明細の写し 

⑮公的年金等 
国民年金・厚生年金・企業年金等の源泉徴収票「支払金額」の合計額を記入してください。㉒へ 

添付資料：源泉徴収票 
⑯業務に係る収入 

原稿料･講演料･シルバー人材センターの報酬等がある場合は、その合計額を記入してください。㉓へ 
⑰その他雑収入 

生命保険の年金（個人年金保険）等の収入がある場合は、その合計額を記入してください。㉔へ

⑱～⑳営業所得・農業所得・不動産所得 
⑱⑲の事業所得は裏面(Ａ)、⑳の不動産所得は裏面(Ｂ)から計算した所得金額を記入してください。 
外交員、集金人、電力量計の検針人等の家内労働者等の所得は、⑱営業等所得に記入してください。

この場合、収入から差し引くことができる必要経費については、原則として 65 万円(収入金額を限度と
し、他に給与収入を有する場合には、給与所得控除額を差し引いた残額になります。)の最低保障が認め
られます。 

㉑給与所得 
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入してください。源泉徴収票がない場合は、⑭の給与収

入額を下表(Ａ)にあてはめて計算等した給与所得の金額を記入してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
㉑給与所得から差し引かれる所得金額調整控除 

下記１または２の要件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。（１、
２の両方に該当する場合、１の控除後に２の金額を控除します。） 
１．給与等の収入金額が 850 万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合 
 （1）あなたが特別障害者に該当する 
 （2）年齢 23 歳未満の扶養親族を有する 
 （3）特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 
 所得金額調整控除額 ＝｛給与等の収入額(1,000 万円を超える場合は 1,000 万円)－850 万円｝×10％ 
 ※この控除は扶養控除と違い、同一生計内のいずれか一方のみに適用するという制限がありません。 
２．給与所得控除後の所得金額と公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が 10

万円を超える場合 
所得金額調整控除額 ＝｛給与所得控除後の所得金額(10 万円を超える場合は 10 万円)＋公的年金等に 
係る雑所得の金額(10 万円を超える場合は 10 万円)－10 万円

㉒公的年金等所得 
⑮の公的年金等収入額を下表の(Ｂ)にあてはめて計算した年金所得の金額を記入してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円以上の場合は職員へお尋ねください。 
㉓業務に係る雑所得 

⑯の金額からその収入を得るために支出した必要経費を差し引いた残額を記入してください。 
シルバー人材センターの報酬から差し引くことができる必要経費(交通費等)については、原則として

65 万円(収入金額を限度とし、他に個人年金・給与収入を有する場合には、必要経費(給与の場合は給与
所得控除額)を差し引いた残額になります。)の最低保障が認められます。 

㉔その他雑所得 
⑰の金額からその収入を得るために支出した必要経費を差し引いた残額を記入してください。 

㉕所得合計 
⑱～㉔＋裏面(G)の「差引金額」＋(H)の「総合譲渡・一時の合計」を記入してください。

○令和７年１月１日 ～12 月 31 日まで 
・まったく収入のなかった方 
・収入が遺族年金・障害年金・雇用保険のみの方 

☑ は を入れて裏面を記入してください。

代理で記入される場合は、記入者欄
に氏名及び申告者との続柄（関係性）
を記入してください。

～ 650,999円
651,000円 ～ 1,899,999円

1,900,000円 ～ 3,599,999円
3,600,000円 ～ 6,599,999円
6,600,000円 ～ 8,499,999円
8,500,000円 ～

給与収入金額（Ａ） 給与所得の金額
0円

(Ａ) － 650,000円
 (A) ÷ ４（千円未満切捨て）× 2.8 －   80,000円
 (A) ÷ ４（千円未満切捨て）× 3.2 － 440,000円

(Ａ)×0.9－1,100,000円
(A) － 1,950,000円

～ 1,100,000円 0円
1,100,001円 ～ 3,299,999円 (B) － 1,100,000円
3,300,000円 ～ 4,099,999円 (B) × 0.75 －  275,000円
4,100,000円 ～ 7,699,999円 (B) × 0.85 －  685,000円
7,700,000円 ～ 9,999,999円 (B) × 0.95 － 1,455,000円

10,000,000円 ～ (B) － 1,955,000円
～ 600,000円 0円

 600,001円 ～ 1,299,999円 (B) － 600,000円
1,300,000円 ～ 4,099,999円 (B) × 0.75 －  275,000円
4,100,000円 ～ 7,699,999円 (B) × 0.85 －  685,000円
7,700,000円 ～ 9,999,999円 (B) × 0.95 － 1,455,000円

10,000,000円 ～ (B) － 1,955,000円

受給者の年齢 公的年金等の収入金額（B） 年金所得の金額

65歳以上の方

昭和36年1月1日
以前に生まれた方

64歳以下の方

昭和36年1月2日
以降に生まれた方

あなたの現住所・1 月 1 日現在の
住所・カナ氏名・氏名・生年月日・
世帯主の氏名・続柄・業種又は職
業・電話番号・個人番号を記入して
ください。 

生年月日については和暦を○で
囲んでください。


